
建築基準法違反と不当表示のおそれ 

 10 月 15 日の時点でのアットホームの HP には、以下の表示に続いて、33 戸全戸が物件

種目「貸店舗・事務所」として表示されていました。 

 この建物の建築確認申請時での用途は共同住宅で、これを利用して容積率を計算する

際、共用部分の面積を免除されているので、貸店舗に利用することは建築基準法違反とな

ります。

 

10 月 23 日、このことを名古屋市住宅都市局建築指導部長ならびにビューロベリタスジ

ャパン（株）名古屋事務所に申し入れました（申し入れ書は前のページに掲載）。結果とし

て、10 月 25 日 7 時 40 分には以下のように、当該ページは HP から削除されていました。

このことは、広告がそのままであれば建築基準法違反であること、広告を消去したとしても

10 月のある時期、アットホームで不当表示を行っていたことを示しています。 

 

10 月 20 日時点での広告は、右のアーカイブに保存されています。http://archive.fo/jEhrR 

なお、広告の依頼者は「ホームメイト FC 本山駅前店」で、この会社の代表者は、問題のビ

ルの施主 川口 進氏です。  
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